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平 成 ２ ９ 年  １ 月 ６ 日 
磐 城 国 道 事 務 所 
福島県土木部道路計画課 
福島県いわき建設事務所 
福 島 県 相 双 建 設 事 務 所 

 
国道６号久之浜バイパス、相馬バイパスに並行する現道区間が 

平成 29 年 4 月 1 日に国の管理から福島県の管理になる予定です。 
 

「事務・権限の委譲等に関する見直し方針について（平成 25 年 12 月 20 日閣議決定）」に基づ

き、国道 6 号久之浜バイパスに並行する現道区間（いわき市四倉町～いわき市久之浜町：延長

約5km）、国道6号相馬バイパスに並行する現道区間（相馬市程田～新地町駒ヶ嶺：延長約10km） 
を平成 29年 4月 1日に国土交通省から福島県へ移管する予定になっておりますのでお知らせし

ます。 
 
【移管となる区間（予定）】 
① 国道６号久之浜バイパス現道区間 

  起点：福島県いわき市四倉町  終点：同県同市久之浜町 
 ② 国道６号相馬バイパス現道区間 
  起点：福島県相馬市程田      終点：同県新地町駒ヶ嶺 
 
【移管後の路線名】 
 ① 国道６号久之浜バイパス現道区間：県道四倉久之浜線 
 ② 国道６号相馬バイパス現道区間：県道相馬新地線 

 
【移管となる日】 

①、②ともに平成 29 年 4 月 1 日（土）予定 
  
【移管後の問い合わせ先】 
 ① 国道６号久之浜バイパス現道区間 
   福島県いわき建設事務所 管理課 
   所在地：いわき市平字梅本１５番地    TEL 0246-24-6122 
 
 ② 国道６号相馬バイパス現道区間 
   福島県相双建設事務所 管理課 
   所在地：南相馬市原町区錦町一丁目３０ TEL 0244-26-1221 
 
【移管区間図】 
 別添の通り 

※移管に伴い、案内標識等の更新を各道路管理者が行う予定ですが、当面の間、旧表示と新

表示との混在が予想されますので、あらかじめご了承下さい。 
 



                         

 
                                                           

【問い合わせ先】 
 ○国土交通省 東北地方整備局 磐城国道事務所 
               （担当者）副所長（管理） 佐藤 実 

電話 0246-23-2211（代表） 
FAX  0246-22-4261 

  
○福島県 土木部 道路計画課 （担当者）副課長（兼）主任主査 鈴木由起彦 

電話 024-521-7469 内線 3556 
FAX  024-521-7957 
 

○福島県 いわき建設事務所  （担当者）主幹（兼）企画管理部長 半澤 雅則 
電話 0246-24-6102 内線 302 
FAX  0246-24-6058 
 

○福島県 相双建設事務所   （担当者）主幹（兼）企画管理部長 山田 毅 
電話 0244-26-1202 内線 342 
FAX  0244-26-1197 

 



移管対象区間位置図（久之浜バイパス）

起点：一般国道６号交差
（いわき市四倉町）

(一)久之浜停車場線

至 東京

終点：一般国道６号交差
（いわき市久之浜町）
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出典：国土地理院地図（電子国土Web）を加工-作成
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移管対象区間位置図（相馬バイパス）

至 仙台終点：一般国道６号交差
（新地町駒ヶ嶺）

起点：一般国道６号交差
（相馬市程田）

至 東京
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出典：国土地理院地図（電子国土Web）を加工-作成
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